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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS H 1617:1995 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 H 1617：0000 
 

チタン及びチタン合金－炭素定量方法－ 
高周波誘導加熱燃焼－赤外線吸収法 

Titanium and titanium alloys－Determination of carbon－Infrared absorption 
method after combustion in an induction furnace 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 1 版として発行された ISO 13093 を基とし，技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，酸素雰囲気下の高周波誘導加熱燃焼－赤外線吸収法によるチタン及びチタン合金の炭素定

量方法について規定する。 

なお，この方法は，炭素含有率 0.002 %（質量分率）～0.20 %（質量分率）の定量範囲に適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 13093:2023，Titanium and titanium alloys－Determination of carbon－Infrared absorption method 
after combustion in an induction furnace（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS H 1610 チタン及びチタン合金－サンプリング方法 

JIS H 1611 チタン及びチタン合金－分析方法通則  

JIS Z 2615 金属材料の炭素定量方法通則 

JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）−第 6 部：精確さに関する値の実用的

な使い方 

3 用語及び定義 
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この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS H 1611 の箇条 3（用語及び定義）による。 

4 一般事項 

分析方法に共通する一般事項は，JIS H 1611 の箇条 4（一般事項）及び JIS Z 2615 の箇条 4（一般事項）

による。 

5 要旨 

高周波誘導加熱によって，試料を酸素気流中の高温で燃焼する。炭素を，二酸化炭素及び／又は一酸化

炭素に酸化して炭素酸化物とし，これを酸素とともに赤外線吸収検出器に導き，赤外線吸収量を測定する

ことによって求める。 

6 試薬 

試薬は，次による。特に指定のない限り，使用する装置に適する化学分析用試薬を使用する。 

6.1 過塩素酸マグネシウム［Mg(ClO4)2］ 使用する装置に適する純度及び粒径のもの。 

注記 水分を吸収するために用いられる。 

6.2 不活性セラミックス（粘土焼結粒子） 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを浸透させたもので，

使用する装置に適する純度及び粒径のもの。 

注記 二酸化炭素を吸収するために用いられる。 

6.3 助燃剤 炭素含有率（質量分率）が 0.001 0 %以下，粒径が 0.15 mm を超えるタングステン，鉄，す

ず若しくは銅，又はこれらを組み合わせたものとし，使用する装置に適する純度のもの。 

助燃剤の種類及び量は，炭素含有率が既知の試料を分析して確認し，使用する装置及び試料に最も適し

たものとする。 

代表的な組合せの量を，次に示す。 

－ タングステン：約 1 g 

－ 鉄：約 0.5 g 

－ すず：約 0.3 g  

6.4 酸素 装置の製造業者が推奨する純度のもの。酸素が有機物で汚染されているおそれがある場合は，

600 ℃以上に加熱した酸化触媒［酸化銅（II）又は白金］管を二酸化炭素吸収管及び脱水管の前に接続し

て，酸素を精製する。 

6.5 エタノール又はアセトン 装置製造業者が推奨する純度及び種類のもの。特に推奨がない場合は，

分析結果に影響がないもの。 

注記 試料の有機汚染を洗浄するために用いられる。 

6.6 チタン又はチタン合金の認証標準物質（CRM）又は標準物質（RM） 定量範囲内の炭素含有率の

もの。使用する認証標準物質又は標準物質の均質性及び炭素含有率は，精確さに大きく影響するため，適

切なものを選択する。 
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7 器具，材料及び装置 

器具，材料及び装置は，次によるほか，JIS Z 2615 の箇条 8（器具及び材料）及び 9.7.2（装置の組立て）

による。 

7.1 磁器燃焼るつぼ JIS Z 2615 の 8.11（高周波磁器燃焼るつぼ）による。高周波磁器燃焼るつぼ（以

下，るつぼという。）は，あらかじめ電気炉（以下，炉という。）に入れて空気中又は酸素中で，900 ℃以

上で 1 時間以上強熱（空焼き）する。一度に多数強熱した場合は，放冷した後，若干の余熱をもつ状態か

ら使用直前までグリースなどを塗らないデシケーター又はこれと同等の乾燥・密閉性能をもつ保管容器中

に保存する。分析の直前に加熱する場合は，るつぼをデシケーター中に保管しなくてもよい。 

7.2 ガス洗浄用フィルター 装置製造業者が推奨するフィルター（以下，フィルターという。）。 

8 分析用試料の調製 

分析用試料の調製は，JIS H 1610 による。分析用試料は，エタノール又はアセトン（6.5）で洗浄し，風

乾する。 

9 操作 

9.1 一般 

フィルター及び試薬を交換した後だけではなく，試料を分析する前にも，装置の準備（9.4），空試験（9.5）
及び装置の校正（9.6）を行う。 

コンピュータ化された装置を使用する場合は，炭素濃度の定量，及び校正（オフセット補正，標準化及

び再校正）は，装置の製造業者推奨の操作手順に従う。 

9.2 試料のはかりとり 

試料のはかりとり量は，200 mg～600 mg とし，1 mg の桁まではかりとる。 

9.3 測定回数 

測定は，再現性のある条件において，少なくとも 2 回実施する。ただし，日常的な測定の場合及びあら

かじめ受渡当事者間の協定がある場合は，測定回数は 1 回でもよい。 

9.4 装置の準備 

装置の準備は，次による。 

a) 装置製造業者の推奨に従って装置を組み立てる。必要な電源及びガス供給源へ接続する。 

b) フィルターの清浄度を確認し，必要に応じた頻度で交換する。 

c) 電源が一定期間切られていた場合は，装置製造業者が推奨する時間，装置を安定化させる。 

d) るつぼ（7.1）を炉内に入れる。装置製造業者の取扱説明書に従って，るつぼを空焼きする。 

9.5 空試験 

測定の前に，空試験を 2 回行う。空試験は，次による。 
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a) 空焼きしたるつぼ（7.1）を用いて，9.7 によって測定に使用するのと同量の助燃剤（6.3）を分析し，

空試験の装置読み値（以下，読み値という。）を得る。 

b) 空試験値の平均値は，9.6 d)の換算係数 F を用いて求め，炭素量として 0.005 mg を超えてはならない。

また，2 回の空試験値間の差は，0.005 mg を超えてはならない。 

空試験の平均値及び／又は 2 回の空試験値間の差が異常に大きい場合は，汚染の原因を調査して排

除する。 

9.6 装置の校正 

測定の前に，装置の校正を行う。校正は，次による。 

a) 試料の代わりにチタン又はチタン合金の認証標準物質又は標準物質（6.6）を用い，9.7 によって操作

する。 

b) 読み値から空試験の読み値の平均値（9.5）を減じる。 

c) a)及び b)による操作を少なくとも 3 回繰り返す。 

d) 炭素の中間換算係数 f 及び換算係数 F を，式(1)及び式(2)によって算出する。 

𝑓𝑓𝑖𝑖=
𝑚𝑚0𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑖𝑖
  ···························································· (1) 

i = 1～n  

𝑚𝑚0 =
𝐺𝐺 × 𝑃𝑃
100

  

 

F = 
∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
  ···························································· (2) 

 
ここで， F：  炭素の換算係数（mg） 
 f：  各読み値に対する，炭素の中間換算係数（mg） 
 m0：  はかりとったチタン又はチタン合金の認証標準物質又は標準物質中

の炭素量（mg） 
 s：  空試験の読み値の平均値を差し引いた後の読み値 
 n：  チタン又はチタン合金の認証標準物質又は標準物質の測定回数 
 G：  チタン又はチタン合金の認証標準物質又は標準物質のはかりとり量

（mg） 
 P：  チタン又はチタン合金の認証標準物質又は標準物質の炭素含有率

［（質量分率）%］ 

9.7 定量操作 

定量操作は，少なくとも 2 回，再現性のある条件において行い，次による。 

a) はかりとった試料（9.2）を，空焼きしたるつぼ（7.1）に入れる。 

b) 適切な量の助燃剤（6.3）を，空焼きしたるつぼ（7.1）に入れる。 

c) るつぼを炉台に置く。 

d) 装置製造業者の指示に従って装置を操作し，試料を酸素気流中で燃焼させ，二酸化炭素及び／又は一

酸化炭素を抽出し，赤外吸収の量を測定する。 

e) 燃焼及び定量操作の後，るつぼを取り外して廃棄し，読み値を記録する。 
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一連の操作の間，試料の結果を検証するために，定期的にチタン又はチタン合金の認証標準物質又は標

準物質（6.6）を分析し，ドリフトを監視することが望ましい。 

9.8 炭素含有率の算出 

はかりとった試料中の炭素の含有率［（質量分率）%］を，式(3)によって算出する。 
 

Wc=
(𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴2) × 𝐹𝐹 × 100

𝑚𝑚
  ················································· (3) 

 
ここで， Wc： 試料中の炭素含有率［（質量分率）%］ 
 A1： 定量操作（9.7）で得た読み値 
 A2： 空試験（9.5）で得た読み値の平均値 
 F： 炭素の換算係数（mg） 
 m： はかりとり量（9.2）（mg） 

注記 最新の分析装置では，炭素含有率を直接 %（質量分率）で表示するため，分析後の算出は不要で

ある。 

10 許容差 

炭素含有率の許容差は，表 1 による。ただし，適用範囲外の炭素含有率については，JIS H 1611 の 9.5.2
（許容差が規定されていない場合の取扱い方）によって算出する。 

表 1−許容差  

炭素含有率 
［（質量分率）%］ 

併行許容差（r） 
［（質量分率）%］ 

室内再現許容差（Rw） 
［（質量分率）%］ 

室間再現許容差（R） 
［（質量分率）%］ 

0.003 %以上  
0.050 %以下 

𝑓𝑓(𝑛𝑛) × [0.011 98 × (𝐶𝐶)0.480 1] 𝑓𝑓(𝑛𝑛) × [0.021 38 × (𝐶𝐶)0.562 6] 𝑓𝑓(𝑛𝑛) × [0.016 53 × (𝐶𝐶)0.391 2] 

 許容差計算式中の𝑓𝑓(𝑛𝑛)の値は，JIS Z 8402-6 の表 1（許容範囲の係数）による。 
 n の値は，室内再現許容差の場合は同一分析室内における分析回数，室間再現許容差の場合は分析に関与した分

析室数である。また，(C)は，許容差を求める炭素定量値の平均値［質量分率（%）］である。 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS H 1617 ISO 13093:2023，（MOD） 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異

の内容及び理由 
e) JISと対応国際規格と

の技術的差異に対す

る今後の対策 

1 1 
 

変更 
 

ISO 規格では，定量範囲は 0.003 %（質量

分率）～0.050 %（質量分率）としている

が，JIS では，我が国の市場の実態に即し

て 0.002 %（質量分率）～0.20 %（質量分

率）に変更した。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 

3 3 追加 JIS では，規格利用者の理解の助けとする

ため，通則 JIS の引用して規定した。 
我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
4 － 追加 JIS では，新たに箇条を設けて，分析規格

に必要となる定量方法に共通な一般事項

を追加した。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
6.1 5.1 追加 JIS では，使用目的を注記での記載に変更

し，粒径を追加した。実質的な技術的差異

はない。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
6.2 5.2 追加 JIS では，使用目的を注記での記載に変更

し，粒径を追加した。実質的な技術的差異

はない。 
6.3 
 

5.3 
 

追加 
 

JIS では，我が国の市場の実態に即して，

炭素含有率及び助燃剤の組合せについて

追加し，規格利用者の利便性のため，組合

せの量の例を追加した。 
6.5 5.5 追加 JIS では，装置製造業者の推奨がない場合

について追加し，使用目定は注記での記

載に変更した。 
7 6 追加 JIS では，我が国の市場の実態に即して，

引用規格による規定に追加した。 
我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 7.1 6.1 変更 JIS は，我が国の市場の実態に即して，JIS 
Z 2616 を引用し，一度に多数強熱した場

合に限り，デシケーター中に保存する規

定に変更した。 
8 7 変更 JIS では，規格利用者の利便性を図って，

引用規格による規定に変更した。 
我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
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a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異

の内容及び理由 
e) JISと対応国際規格と

の技術的差異に対す

る今後の対策 

9.1 8.3 追加 JIS では，“一般”の細分箇条を設け，ISO
規格の 8.3 に記載の一般的事項を移し，

規格利用者の利便性を図った。実質的な

技術的差異はない。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
 

9.3 8.2 変更 ISO 規格では注記として記載されている

測定回数の可能性事項について，JIS では

我が国の市場の実態に即して，本文での

許容事項に変更した。 
9.5 － 追加 JIS では，我が国の市場の実態に即し，空

試験の読み値の変換について追加し，空

試験値間の差が異常に大きい場合の処置

を追加した［細別 b)］。 
9.5 8.4 変更 JIS では，空試験の平均値を mg で表記し

た。［細別 b)］ 
削除 ISO 規格では，空試験読み値の平均値を

装置の空試験減算システムに記録するこ

とが規定されているが，JIS では操作の一

般事項（9.1）において，コンピュータ化

された装置の扱いについて規定してお

り，削除した。 
9.6 8.5 変更 ISO 規格の式(3)は，JIS では適切な式に

置き換え，規格利用者の利便性のため，記

載位置を式(1)の中に移した。 

ISO 規格の見直しの際に，

修正を提案する。 

9.7 8.6 変更 JIS では，試料を先にるつぼに入れ，試料

の上に助燃剤を入れるように順序を入れ

替えた。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
9.8 8.7 変更 JIS では，適切な式に置き換えた［式(3)］。 ISO 規格の見直しの際に，

修正を提案する。 
10 9 変更 JIS では，規格利用者の利便性を図って，

国際共同実験データを JIS Z 8402-6 によ

って再解析した式に変更した。実質的な

技術的差異はない。 

我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 

－ 10 削除 JIS では，引用規格に規定されており，削

除した。 
我が国の事情のため，ISO
規格への提案は行わな

い。 
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 




